
武雄市キッズタウンステイ事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、東日本大震災の被災児童等の本市への滞在に対し、予算の範囲内に

おいて補助金を交付するものとし、その交付に関しては、武雄市補助金等交付規則（平成１

８年規則第４６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この告示において｢被災児童 ｣とは、東日本大震災により災害救助法（昭和２２

年法律第１１８号）の適用を受けた市区町村（東京都内の市区町村を除く。）に居

住する中学生以下の者をいう。 

(補助対象者) 

第３条  補助金の交付対象者（以下｢交付対象者｣という。）は、キャンプ、合宿等を行

い市内に宿泊する被災児童及びその引率者又は保護者のうち市長が認める者とす

る。  

（対象経費) 

第４条 補助対象となる経費は、交付対象者が居住する被災地から本市までの間の移動

及び市内宿泊施設での宿泊に要する経費とする。 

(補助金の額) 

第５条 補助金の額は、前条の移動及び宿泊に要する経費の実費相当額とする。ただし、

交付対象者１人につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度と

する。  

 ⑴ 移動費 ３０，０００円  

 ⑵ 宿泊費 １泊当たり５，０００円（３泊を限度とする。）  

２ 補助の対象となる引率者又は保護者の人数は、２人（３０人を超える場合にあっ

ては、２人にその超える被災児童３０人につき１人を加えて得た人数）を限度とす

る。  

(交付申請) 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、キッズタウ

ンステイ事業補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して、市

長に提出しなければならない。  

⑴ 滞在計画書  

⑵ 被災児童等の本人を証明する書類の写し  



（交付決定）  

第７条 市長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類等を審査のうえ、

助成金交付の可否及び補助金の額を決定し、キッズタウンステイ事業補助金交付

（不交付）決定通知書（様式第２号）により申請者に通知する。  

(実績報告) 

第８条 規則第９条に規定する実績報告書は、様式第３号のとおりとする。  

(補助金の交付) 

第９条 規則第１１条第２項に規定する補助金等交付請求書は、様式第４号のとおりとする。 

(その他) 

第１０条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２３年７月２１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


